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道 標
平成18年の学校教育法の改正では，高等学校において，

教育上特別の支援を必要とする生徒に対し，障害による
学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うこ
とが明記された。校内委員会の設置や特別支援教育コー
ディネーターの指名といった基礎的な体制を整えたり，
通常の授業の範囲内で個別に配慮したりしながら，特別
支援教育の推進に向けて取り組んでいるところである。
他方，小学校，中学校，義務教育学校及び中等教育学

校の前期課程においては，「通級による指導」（大部分の
授業を通常の学級で受けながら，一部の授業について障
害に応じた特別の指導を特別な場で受ける指導形態）が
実施されている。通級による指導を受けている児童生
徒数は年々増加し続け，「平成28年度通級による指導実
施状況調査」（平成28年５月１日文部科学省）では，約

９万８千人に達しており，本県では５千人を超えている。
これらの児童生徒を受け入れている高等学校において
も，学びの連続性を踏まえた障害に応じた特別の指導が
受けられるようにするために，小・中学校等における通
級による指導に相当する「学びの場」の早急な整備が求
められ，高等学校における通級による指導が制度化され
た。
本県は，平成26年度に「高等学校における個々の能力・

才能を伸ばす特別支援教育充実事業」を文部科学省から
委託され研究を進めてきた。
本号では，生徒への指導・支援や校内体制づくりなど，

障害のある生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組
を支援する視点に立ち，高等学校における特別支援教育
について考えていきたい。
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